
 

九州ヘルスケア産業推進協議会規約 
 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この組織は、九州ヘルスケア産業推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第２条 協議会は、九州地域において、「健康寿命が延伸する社会の構築」を実現するため、地域と産

業の課題解決のための取組を推進する「地域・産業の健康化」と、これらの需要にビジネスの

視点で応える「健康の産業化」を両輪とし、関係機関が連携して、医療・福祉機器関連産業及

び、医療・介護周辺サービス産業の創出と集積、さらには積極的な海外展開等に資する事業を

行い、以てヘルスケア産業の先導的地域として発展することを目的とする。 

 

（事業）  

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1) ヘルスケア産業の高度化及び製造業等の当該分野参入に関する連携促進事業 

(2) ヘルスケア産業振興に関する調査・広報・人材育成等事業 

(3) ヘルスケア産業振興に関するプロジェクトの発掘・育成・支援 

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業 

 

（事業年度）  

第４条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

第３章 会員 

 

（会員） 

第５条 協議会の会員は、第７条の入会手続きに基づき入会登録を行った正会員、個人会員、特別会

員を会員とする。 

２ 正会員は、協議会の目的に賛同し、協議会の活動を推進する法人及び個人並びにこれらの者

を構成員とする団体とする。 

３ 個人会員は、協議会の目的に賛同し、協議会からのサービスを享受する個人とする。 

４ 特別会員は、協議会の目的に賛同し、協議会活動を支援する行政機関、ニーズを持つ医療機

関及び介護事業者等、また、九州地域におけるヘルスケア産業の振興に特に貢献のあった者と

する。 

 

（権利） 

第６条 正会員は、総会における議決権、協議会事業を提案する権利及び協議会事業の各種サービス

を享受する権利を有する。 

２ 個人会員及び特別会員は、協議会事業の各種サービスを享受する権利を有する。 

 

（入会） 



 

第７条 協議会に入会を希望する者は、所定の様式により協議会加入申込書を会長に提出し、その承

認を得なければならない。 

２ 加入要件は、以下のとおりとする。 

(1) 協議会の趣旨及び第２条の目的に賛同すること。 

(2) 会員として団体名・企業名・個人名が公表されることを了承すること。 

(3) 会員として協議会へ提出した情報は、個人情報を除き、退会後も協議会が活用する場合が

あることを了承すること。 

３ 会員たる資格の取得の時期は、会費の納入が確認されたときとする。 

 

（会費） 

第８条 会費については、会費規則により定める。 

 

（退会） 

第９条 協議会から退会を希望する者は、「退会届出書」を会長に提出しなければならない。 

 

（加入登録の取消し） 

第１０条 協議会事務局は、会員が次のいずれかに該当する場合、参加の登録を取り消すことがある。 

(1) 協議会の趣旨及び目的に、明らかに反するような行為を行ったと認められる場合。 

(2) 虚偽の情報を提供するなど、会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認

められる場合。  

(3) 法令や公序良俗に反する行為をしたと認められる場合。 

(4) 会費を１年以上滞納したとき。 

２ 会長は、除名の決議があったときは、その旨をその会員に書面をもって通知するものとす

る。 

 

（拠出金品の不返還） 

第１１条 会員が第１０条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、既に納入した会費及び

その他の拠出金品は返還しない。 

 

 

第４章 役員等 

 

（役員） 

第１２条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  ２名以内 

(3) 代表幹事 １名 

(4) 監 事  ２名以内 

 

（選任） 

第１３条 会長及び副会長は、総会において会員の代表者の中から選任する。 

２ 代表幹事及び監事は、会長が指名する。 

 

（職務） 

第１４条 会長は、協議会を代表し、その会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長が指名した

順序によって、その職務を代行する。 

３ 代表幹事は、協議会の目的を円滑に進めるため、必要な業務を執行する。 



 

４ 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第１５条 役員の任期は原則２事業年度とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任

期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

 

（解任） 

第１６条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によりこれを解任することがで

きる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 

 

 

（顧問） 

第１７条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は会長が委嘱する。 

３ 顧問は協議会の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べること

ができる。 

４ 顧問の任期は、原則２事業年度とする。ただし、再任を妨げない。 

 

 

第５章 総会 

 

（種別） 

第１８条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 

（権能） 

第１９条 

(1) 事業計画に関する事項 

(2) 役員の選任及び解任 

(3) 規約の改定 

(4) その他の重要事項 

 

（招集及び議長） 

第２０条 通常総会及び臨時総会は会長が召集し、議長を務める。 

 

（定足数） 

第２１条 通常総会及び臨時総会は、正会員の２分の１以上の出席をもって成立する。 

 

（議決） 

第２２条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

 

（書面表決等） 

第２３条 各正会員の表決権は平等なるものとする。 



 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につい

て、書面、電子メール又は代理人をもって表決権を行使し、又は他の正会員を代理人として

表決を委任することができる。 

３ 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 

４ 前２項の規定により表決した会員は、前２条の規定の適用については出席したものとみな

す。 

 

 

第６章 幹事会 

 

（幹事会） 

第２４条 協議会の事業の円滑な遂行を図るため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会の長は、代表幹事が務める。 

３ 幹事会は、会員のうち各分野を代表する者で構成することとし、代表幹事から指名のあっ

た者及び会員のうちの希望者の中から会長が選定する。 

４ 幹事会にはワーキンググループ（ＷＧ）を設置することができる。 

５ 幹事会の議事の手続きその他運営に関して必要な事項は、代表幹事が別に定める。 

 

（部会） 

第２５条 幹事会には、会員の意向等を踏まえ、幹事会の決定により、部会を設置することができる。 

２ 部会の部会長は、代表幹事が指名する。 

３ 部会の部会員は、会員のうちの希望者の中から、代表幹事と部会長が協議して選定する。 

４ 部会の議事の手続きその他運営に関して必要な事項は、部会長が別に定める。 

 

 

 

第７章 責任範囲、権利及び個人情報の取扱い 

 

（責任範囲）  

第２６条  役員、幹事会及び事務局は、本規約に定める以外に何らの責任を負わないものとする。会

員間での情報交換、共同プロジェクトの実施、直接商談、取引ないし契約等は、当該会員が自

己の名義・計算で行うものとし、役員、幹事会及び事務局は何らの保証または責任を負わな

いものとする。  

２ 会員の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の責に帰すべき事由により発生した場

合は、会員がその責任において一切を処理するものとする。  

 

（著作権）  

第２７条 会員が、協議会の活動への参加に際し新たに作成した著作物及び従来から有する著作物の

著作権については、当該会員に帰属するが、当該会員が許諾する範囲内において、事務局及

び他の会員は、これを利用することができる。  

２ 会員間において共同で協議会の活動に参加するにあたり新たに作成した著作物の著作権は、

当該創作者間での共有とするが、当該創作者が許諾する範囲内において、事務局及び他の会

員は、これを利用することができる。  

３ 前項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、事

務局及び他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。  

 

（知的財産権等）  

第２８条 協議会の運営に際して新たに生じた発明、考案、意匠、アイディア、ノウハウ等（以下「発



 

明等」という。）に係る権利（以下「知的財産権等」という。）の取扱は、次に定めるとおりと

する。 

(1) 発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。他の会

員が当該知的財産権の利用を求めた場合、利用実施の方法等については当事者間で協議し

て定めるものとする。 

(2) 発明等が共同の創作に係る場合は創作者間での共有とし、その持分その他手続等につい

ては共有者間で協議して定めるものとする。  

 

（個人情報の取扱い）  

第２９条 事務局及び会員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報

の保護に関する法律」（平成１５年法第５７号、その後の改正を含む、以下同じ）、これに関連

する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとする。なお、本規約に

おいて「個人情報」とは、個人情報保護法第２条第１項記載の意味を有す。  

２ 個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、

これに関連する法令及びガイドラインを遵守するものとする。  

 

 

第８章 財産及び会計 

 

（財産の構成） 

第３０条 協議会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1)年会費 

(2)事業に伴う収入 

(3)その他の収入 

 

（財産の管理） 

第３１条 協議会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決による。ただし、経理処理につ

いては（一財）九州オープンイノベーションセンター会長に委任する。 

 

（経費の支弁） 

第３２条 協議会の経費は、財産をもって支弁する。 

 

 

第９章 事業計画及び事業報告 

 

（事業計画及び予算） 

第３３条 協議会の事業計画及び予算に関する書類は、代表幹事が作成し、原則、毎事業年度開始前

に会長の承認を経るものとする。ただし、当該会計年度開始前に総会を開催できない場合に

あっては、幹事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該会計年度の開始

の日から３月以内に総会の議決を得るものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３４条 協議会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表幹事が事業報告書、収支計算書等

を作成し、監事の監査を受け、会長の承認及び総会の議決を経て、その事業年度終了後、３月

以内に会員に報告しなければならない。 

 

 

 



 

第１０章 事務局 

（事務局） 

第３５条 協議会は、事務局を（一財）九州オープンイノベーションセンターに置く。 

２ 事務局の運営に関し、必要な事項は別に定める。 

 

 

第１１章 解散 

 

（解散） 

第３６条 協議会は総会の議決により解散する。 

 

 

第１２章 雑則 

 

第３７条 本規約は、総会において、必要に応じて改訂することができる。 

２ この規約に定めるものの他は、必要な事項について会長が別に定める。 

 

 

附 則 

 

１ この規約は、平成２５年７月４日から施行する。 

 

２ この規約は、平成２６年６月１１日から施行する。 

 

３ この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

九州ヘルスケア産業推進協議会会費規則 
 

 

（目的） 

第１条 この規則は、九州ヘルスケア産業推進協議会規約第８条に基づき九州

ヘルスケア産業推進協議会の会費について定める。 

 

（会費） 

第２条 九州ヘルスケア産業推進協議会の会費は年会費とし、１口あたりの金

額は会員種別ごとに次のとおり定める。 

(1) 正会員  ５０，０００円（１口） １口以上納入可 

３０，０００円（１口） １口以上納入可 

(2) 個人会員   ５，０００円（１口） １口以上納入可 

(3) 特別会員  無料 

 

（納入） 

第３条 入会を希望する者は、入会申込後、１ヶ月以内に、当該会計年度の会費

について月割計算した金額を納入しなければならない。 

  ２ 会員は、毎年４月末までに当該会計年度分の会費を納入しなければな

らない。 

  ３ 会費は、原則として１回で納入するものとする。 

  ４ 会費の納入方法は口座振込みとし、振込み手数料は会員負担とする。 

 

（退会に伴う会費等） 

第４条 退会者は、既に納付した会費等の返還を請求することはできない。 

 

（その他） 

第５条 この規則の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

附 則 この規則は、平成２６年６月１１日から施行する。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

会員別会費と会員の権利等 

 

会員種別 年会費 
会員の権利等 

総会議決権 事業提案 セミナー参加 

正会員 50,000円 ○ ○ 
所属者は複数 

参加可能 

 小規模事業者､NPO 法人 30,000円 ○ ○ 
所属者は複数 

参加可能 

個人会員  5,000円 × × 登録者本人のみ 

特別会員 
（行政、健康保険組合等） 

無料 × × 可 

注 1）「小規模事業者」とは、製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む会
社及び個人事業主であり、常時使用する従業員の数が２０人以下（卸売業、小売業、
サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については５人以下）の事業者を
指す。 

注 2）ニーズを持つ「医療機関（含む個人事業者）」、「介護事業者等（含む NPO法人）」は
特別会員として、会費は無料とする。但し、年会費を徴収する正会員として登録され

た場合は、総会議決権の行使及び会費事業として実施する各種事業へ申請や各種支援
を受けることができる。 

注 3）事業提案とは、協議会が独自に行う会費事業等への申請や、海外ミッション派遣支 

援等を指す。 

注 4）入会金は徴収しない。 

 
 

 


